
5　　ぎょうだ議会だより

性
が
出
た
と
き
に
は
、
ま
た
、
委

員
会
を
立
ち
上
げ
る
の
か
。

　
　

現
時
点
で
は
、
こ
の
後
の
市

史
編
さ
ん
計
画
は
な
い
。

○
令
和
４
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
６
回
）

公
共
施
設
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
事
業

　
　

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
伴
う
本
庁
舎
の

調
査
測
量
設
計
に
係
る
委
託
業
務

の
内
容
に
つ
い
て
。

　
　

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
す
る
た
め
に
は
、

一
つ
一
つ
の
照
明
を
調
査
し
、
工

事
を
発
注
す
る
た
め
の
仕
様
書
、

設
計
図
面
等
を
作
成
し
、
そ
れ
を

基
に
、
競
争
入
札
す
る
に
当
た
っ

て
の
予
定
価
格
を
算
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
設
計

業
務
を
委
託
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
教
育
費
全
般
の
電
気
料

　
　

東
京
電
力
と
契
約
し
て
い
る

施
設
に
お
い
て
も
、
下
水
道
事
業

費
の
よ
う
に
、
契
約
時
の
交
渉
な

ど
に
よ
り
、
電
気
料
を
削
減
で
き

　
　

育
児
休
業
の
請
求
期
限
は
、

育
児
休
業
開
始
希
望
日
の
１
カ
前

ま
で
で
あ
り
、
申
出
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
業
務
が
停
滞
し
な
い
よ

う
、
速
や
か
に
代
替
の
職
員
を
配

置
す
る
な
ど
対
応
し
て
い
き
た
い
。

　
　

育
児
休
業
期
間
中
の
給
料
は

無
給
と
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。

　
　

育
児
休
業
期
間
中
は
無
給
と

な
る
が
、
雇
用
保
険
の
加
入
者
は

公
共
職
業
安
定
所
か
ら
育
児
休
業

給
付
金
が
支
給
さ
れ
る
。

　

な
お
、給
付
金
の
支
給
期
間
は
、

子
が
１
歳
に
な
る
ま
で
と
な
る
。

　

ま
た
、
保
育
園
に
入
所
で
き
な

い
な
ど
の
場
合
に
は
、
子
が
１
歳

６
カ
月
ま
た
は
２
歳
に
な
る
ま
で

給
付
金
の
支
給
が
あ
り
、
お
お
む

ね
６
割
で
あ
る
。

○
行
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
条
例

を
廃
止
す
る
条
例

　
　

編
さ
ん
委
員
会
の
開
催
状
況

及
び
審
議
内
容
に
つ
い
て
。

　
　

毎
年
、
年
２
回
程
度
の
委
員

会
を
開
催
し
、
市
史
編
さ
ん
等
に

係
る
方
向
性
や
、
全
体
の
内
容
に

つ
い
て
審
議
を
行
っ
て
い
る
。

　
　

今
後
、
続
巻
を
つ
く
る
可
能

い
か
。

　
　

本
年
９
月
１
日
現
在
で
39
・

８
％
、
前
月
比
２
・
１
ポ
イ
ン
ト

の
増
で
あ
る
。

公
共
施
設
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
事
業

　
　

商
工
セ
ン
タ
ー
管
理
費
の
調

査
測
量
設
計
委
託
料
の
内
容
は
。

　
　

公
共
施
設
の
中
で
も
照
明
に

係
る
電
気
料
が
最
も
高
い
こ
と
か

ら
、早
期
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
着
手
し
、

電
気
料
金
の
削
減
に
つ
な
げ
る
た

め
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
さ
れ
て
い
な
い
器

具
全
体
を
交
換
す
る
た
め
の
設
計

費
用
で
あ
る
。

　
　

商
工
セ
ン
タ
ー
の
電
気
料
金

の
削
減
効
果
は
ど
れ
く
ら
い
か
。

　
　

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
よ
り
約
６
割
の

削
減
を
見
込
ん
で
い
る
。

○
令
和
３
年
度
行
田
市
公
共
下
水

道
事
業
会
計
利
益
の
処
分
及
び
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

　
　

下
水
道
が
整
備
さ
れ
た
区
域

で
、
下
水
道
に
接
続
し
て
い
な
い

る
の
で
は
な
い
か
。

　
　

教
育
委
員
会
は
所
管
す
る
施

設
が
多
い
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ

け
電
気
料
が
抑
制
さ
れ
る
よ
う
に
、

今
後
は
契
約
方
法
に
つ
い
て
も
検

討
し
て
い
き
た
い
。

○
令
和
４
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
６
回
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
促
進

　
　

申
請
支
援
業
務
委
託
料
に
つ

い
て
、
委
託
先
と
実
施
場
所
は
ど

こ
か
。

　
　

委
託
先
は
今
後
、
入
札
に
よ

り
決
定
す
る
。
ま
た
、
実
施
場
所

は
、
自
治
会
集
会
所
な
ど
、
60
カ

所
を
予
定
し
て
お
り
、
場
所
の
選

定
に
あ
た
っ
て
は
、
自
治
会
連
合

会
と
協
議
を
予
定
し
て
い
る
。

　
　

先
日
ま
で
公
民
館
で
申
請
サ

ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
た
が
、
ど
れ

く
ら
い
の
成
果
が
あ
っ
た
の
か
。

　
　

７
月
下
旬
か
ら
８
月
中
旬
ま

で
、
各
地
域
公
民
館
、
中
央
公
民

館
の
ほ
か
、
カ
イ
ン
ズ
行
田
店
に

お
い
て
、
実
施
し
た
と
こ
ろ
５
０

９
名
の
利
用
が
あ
っ
た
。

　
　

本
市
の
普
及
率
は
ど
れ
く
ら

○
行
田
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

男
性
職
員
の
育
児
参
加
に
係

る
特
別
休
暇
に
つ
い
て
は
、
職
員

及
び
配
偶
者
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
よ
い
か
。

　
　

配
偶
者
の
出
産
前
後
に
育
児

参
加
の
た
め
の
休
暇
を
取
得
で
き

る
こ
と
は
、
配
偶
者
の
心
理
的
・

身
体
的
な
負
担
の
軽
減
や
、
男
性

職
員
が
積
極
的
に
育
児
参
加
に
関

わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
プ
ラ
ス
に
な

る
も
の
と
考
え
る
。

○
行
田
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
　

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
育
児

休
業
と
な
っ
た
場
合
、
業
務
の
継

続
性
は
担
保
で
き
る
の
か
。

常
任
委
員
会
の
動
き　
○
審
査
概
要
・
活
動

総
務
文
教

総
務
文
教

常
任
委
員
会

常
任
委
員
会

４
議
案　

可
決

１
請
願　

不
採
択

建
設
環
境

建
設
環
境

常
任
委
員
会

常
任
委
員
会

７
議
案　

可
決

問

問

問

問問

問

問問

問 答

答

答

答答

答

答

答 答
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問

問問問 答答答
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会


